


（　1　）

定　　　款

第　1　章　　総　　　　　則
（商　　号）
第　1　条
　　当会社は三菱瓦斯化学株式会社と称し、Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. と英訳する。
（目　　的）
第　2　条
　　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
　1. 　次の製品の製造、加工および売買
　　イ.　無機および有機化学製品ならびに石油化学製品
　　ロ.　肥料、農薬、飼料および飼料添加物
　　ハ.　合成樹脂、合成ゴムその他の高分子製品
　　ニ.　染料、顔料、塗料および接着剤
　　ホ.　医薬品、医薬部外品、医療用具、生化学薬品、食品および食品添加物
　　ヘ.　洗浄剤、漂白剤およびガス吸収剤
　　ト.　土木建築用、農水産用、流通関連用および電気機器用資材
　　チ.　窯業製品
　　リ.　情報通信機器およびその部品・部材
　　ヌ.　前記各製品に関連する製品
　2.　天然ガス、石油その他の鉱物の採掘、加工および売買ならびにこれらに関するコンサルティング業務
　3.　地熱等エネルギーおよびエネルギー関連技術の開発および売買ならびにこれらに関するコンサルティング業務
　4.　各種化学工業用、環境保全用その他の各種機械設備の設計、製作、売買、運転および監理ならびにこれら

（目　　的）
第　2　条



（　2　）

第　2　章　　株　　　　　式
（発行可能株式総数）
第　5　条
　　当会社の発行可能株式総数は、492,428千株とする。
（単元株式数）
第　6　条
　　当会社の単元株式数は、100株とする。
（単元未満株式の買増し）
第　7　条












